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はじめに

愛知県で暮らす外国人県民の８割、およそ 157,000 人は、日本語教育機関などで体

系的な教育を受ける機会に恵まれていない方々です。永住化傾向にあるこれらの方々

が日本語能力を身につけ、今以上にその能力や個性を発揮しながら地域社会で活躍

できるよう支援することは多文化共生を目指す本県にとって極めて重要なことです。そこ

で、このような外国人県民を主な対象として、この「愛知県 多文化共生社会に向けた地

域における日本語教育推進のあり方」を取りまとめました。

在住外国人の日本語学習を保障する国の公的制度が存在しない中で、これまで外

国人県民の日本語習得支援は生活圏内にある地域の日本語教室を中心にボランティ

アの方々が担ってきました。しかし、外国人学習者の多様化への対応、ボランティアスタ

ッフの不足や学習者の非定着、日本語教育の専門家ではないことからくる指導上の不

安や困難、教材や教具の不足など、ボランティアの熱意と努力だけでは解決できない

様々な課題や悩みを抱えています。

県としては、このような現状を改善し、「地域における日本語教育」のより一層の充実

を図るには、地域の日本語教室はもとより、市町村や国際交流協会、日本語教育機関

など、日本語教育に関わる主体がそれぞれの役割を果たしながら連携・協働し、「オー

ル愛知」の推進体制を整えることが不可欠であると考えました。

そこで、その第一歩として、外国人県民の日本語学習に対するニーズや本県の日本

語教育の実態を把握するための調査を実施するとともに、日本語教育専門家、ＮＰＯ、

市町村、国際交流協会、日本語教室など関係主体からなる検討会議を７回にわたって

開催し、議論を重ねました。本「あり方」は、検討会議での議論の成果をとりまとめたもの

です。

多くの県民の皆様にこの冊子をお読みいただき、多文化共生社会に向けた「地域に

おける日本語教育」の充実、向上のために、何ができるのか、何をすべきか、一人ひとり

が考え、行動するための参考にしていただくことを願っています。

本県の「地域における日本語教育」の推進のあり方については、今後もまだまだ議論

を深めていく必要があります。どうか、引き続き皆様方のお力添えをいただきますようお

願いいたします。

最後になりましたが、熱心にご議論いただきました検討会議委員の皆様、また、実態

調査にご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

平成２６（２０１４）年２月

愛知県地域振興部多文化共生推進室
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別冊：参考資料 目次

「地域における日本語教育指針（仮称）」策定のための実態調査結果

１ 調査概要

２ 市町村調査結果

３ 国際交流協会調査結果

４ 日本語教室調査結果

５ 日本語教育機関調査結果

６ 日本語教師養成機関調査結果

７ 企業調査結果

８ 外国人ニーズ調査結果

※ 本冊子及び別冊は、愛知県多文化共生推進室のウェブページ「あいち多文化共生ネット」

からご覧いただけます。

ＵＲＬ http://www.pref.aichi.jp/kokusai/tabunka.html

・ 愛知県に在住する外国人は、外国籍のままの人もいますが、日本国籍を取得する人

や、国際結婚などによって生まれた子どもなど外国人の親の文化を背景にもつ人も増え

ています。このような外国にルーツをもつ人は、外国籍の人と同様の課題を抱えている

場合があります。

そこで、本「愛知県 多文化共生社会に向けた地域における日本語教育推進のあり

方」ではこれらの人々も視野に入れ、「外国人県民」（もしくは外国人住民）という呼称を

用いることにします。

・ 年の表示は和暦を基本とし、初出時に西暦を併記しました。
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第１章 総論

１ 愛知県の現状

平成 25（2013）年６月末現在、愛知県内には 196,379 人の外国人が暮らしています1。

この人数は東京都、大阪府に次いで全国第３位で、県の総人口に占める割合としては、

東京都に次いで、全国第２位となってい

ます。平成 20（2008）年秋以降の世界同

時不況などの影響により減少傾向は現れ

ているものの、平成２（1990）年の出入国

管理及び難民認定法改正施行を契機と

して過去 20 年で急増し、県総人口の３％

弱の割合を占めるまでになっています。

近年では、日本で生まれ育った世代の方や地域社会で活躍される方々も増えてきて

います。さらに、平成 24（2012）年には外国人も住民基本台帳に登録されるようになり、

住民としての彼らの力は地域社会を維持、発展させていくために、今後ますます重要な

ものとなっていきます。その一方、外国人県民を巡る状況は、永住者の増加、高齢化、

居住地の集住化

と散在化の同時

進行など多様化

し、それに伴う新

たな課題も出て

きています。

愛知県で は、

これまで日本語

学習支 援基金 2

の創設、多文化

ソー シ ャルワー

1 出典：法務省「在留外国人統計（平成 25 年 6 月末現在）」

2 愛知県、愛知県国際交流協会、地元経済界が協力して、企業等からの寄付を原資とする基金を平成 20 年に創

設。地域の日本語教室等への支援を行い、外国人の子どもの日本語学習を促進しています。

＜在留外国人数上位３都府県の状況＞

都府県名 在留外国人数 人口に占める割合

東京都 1 400,828 人 1 3.0％

大阪府 2 203,686 人 3 2.3％

愛知県 3 196,379 人 2 2.6％

出典：法務省「在留外国人統計（平成 25 年 6 月末現在）」

＜愛知県の在留外国人数の推移＞

出典：法務省「在留外国人統計（旧登録外国人統計）」

（注）2011 年までは全外国人登録者数、2012 年以降は中長期在留者（3 月を超える者）に特別
永住者を加えた在留外国人の数。2011 年末までの「中国」は台湾を含んだ数。
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カー3の養成・活用など、本県独自の取組を行い外国人県民に対する施策を充実させて

きましたが、日本語教育をはじめ、今後さらに充実を図っていかなければならない課題

も残されています。

こうした中、本県は、平成 25 年３月に、多文化共生社会づくりの指針として「あいち多

文化共生推進プラン 2013-2017」を策定しました。

２ 趣旨・目的

「あいち多文化共生推進プラン 2013-2017」では、施策目標の一つに「誰もが参加す

る地域づくり」を掲げ、外国人県民が自らの能力を十分発揮しながら活躍できる環境が

整備されている状態を目指すこととしています。外国人県民が地域社会に参画し活躍

するには、日本語で円滑にコミュニケーションを図れることが望ましく、日本語の習得が

大変重要です。

そのためには、外国人県民の日本語学習に対するニーズや本県の日本語教育の実

態を把握したうえで、「地域における日本語教育」の推進体制を整えることが不可欠で

す。そこで、その第一歩として、「地域における日本語教育」に関する本県の基本的な考

え方や、行政（国、愛知県、市町村）、国際交流協会、日本語教室、日本語教育機関、

日本語教師養成機関、企業、県民など日本語教育に関わるさまざまな主体の役割を整

理し、本県の今後の「地域における日本語教育」の推進のあり方をとりまとめました。これ

により、本県の日本語教育の一層の向上を図ることを目的としています。

＜「あいち多文化共生推進プラン２０１３－２０１７」抜粋＞

3 外国人が自分の文化と異なる環境で生活することにより生じる心理的・社会的な問題に対して、外国人本人、家

族、グループ、コミュニティに働きかけることにより、相談から解決まで一貫した支援を行う人材のこと。

基本目標：多文化共生社会の形成による豊かで活力ある地域づくり

施策目標Ⅰ 誰もが参加する地域づくり

（２）日本語教育の体制整備

日本語は生活のあらゆる場面で使われており、外国人県民が地域社会に参画するために

は、日本語を習得する必要があります。そのため、ボランティアによる日本語教室活動を支

援するだけでなく、日本語教育関係機関・団体の経験やノウハウなどを活用して、日本語教

育の体制を整備するための方策を検討していきます。

施策のポイント
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３ 「地域における日本語教育」とは

本「あり方」では「地域における

日本語教育」に二つの意味を込め

ています。その一つは「教育機関

などでの学習機会が保障されてい

ない外国人県民4に対する日本語

教育」で す 。外国人県民の中に

は、日本語や日本社会の知識を

身につける学習の機会が十分に

得られなかったり、せっかく学習の

機会を得ても仕事や家庭の都合

で継続ができなかったりする人が数多く存在します。このような方々を主な対象とするの

が「地域における日本語教育」です。

もう一つの「地域における日本語教育」は、愛知県内の日本語教育に関わる主体が、

「オール愛知」の体制で取り組むという姿勢を示しています。県内には日本語学校や大

学など日本語教育を実施したり日本語教師を養成したりしている教育機関・団体が多数

あります。これらの教育機関・団体に所属する教育関係者は、日本語教育に関する専門

的な知識や技術を持っています。また、地域の日本語教育に関わる人の連携・協働を

深めるため長年活動している団体もあり、そこでは活発な情報交換が行われています。

さらに、産学官民が連携して「地域における日本語教育」を運営している先進的な事例

もあります。このような本県の特長を生かし、県全体として「地域における日本語教育」を

一層充実させていくためには、県内の日本語教育に関わるこれらの主体が、それぞれ

の役割を果たしながら、より一層連携・協働して取り組んでいくことが必要です。

4 本県の在留資格別内訳では、永住者が 38％、定住者が 13％を占めており、これに日本人の配偶者等、永住者の

配偶者等を加えると外国人人口の 80％は定住、又は長期滞在が予想される人です。

永住者, 
75,046人, 38%

特別永住者, 
31,023人, 16%

定住者, 
25,007人, 13%

日本人の

配偶者等, 
13,969人, 7%

家族滞在, 
8,819人, 4%

永住者の配偶者, 
3,056人, 2% その他, 

39,459人, 20%

出典：法務省「在留外国人統計(平成 25 年 6 月末現在)」

＜在留資格別内訳＞
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＜愛知県「地域における日本語教育」推進のあり方イメージ図＞

～広域日本語教育ネット ワーク事例～ 東海日本語ネット ワーク

東海日本語ネット ワーク（ Ｔ ＮＮ） は、日本語を母語としない人の日本語学習及び交流

活動を、営利を目的とせずに支援している団体及び個人の相互交流、情報交換を促進する

ことにより、個々 の日本語学習支援活動の充実を目指すことを目的として東海地域（ 愛知

県、 岐阜県、 三重県、 静岡県） を視野に活動するネット ワークです。

公益財団法人名古屋国際センターとの共催による「 日本語ボランティ アシンポジウム」

は平成25 年の開催で20 回目を迎えるなど、現在ボランティ アとして活動している人、こ

れから関わろうと考えている人を対象に、広く 日本語ボランティ ア活動に関する学習・ 交

流の場を提供し、外国人住民と共生する地域社会のあり方を考えていきたいと、日々 活動

しています。

○ Ｔ ＮＮウェブサイト http://tnnjp.com/

～産官学民の連携事例～ とよた日本語学習支援システム

豊田市は、 平成20 年度から名古屋大学に委託し、 豊田市内に在住・ 在勤の外国人が円

滑な日常生活を営むために最低限必要な日本語能力を習得することを支援する「 とよた日

本語学習支援システム」 を運営しています。 さらに平成25 年度からは、 外国人が地域住

民として必要な日本の制度や生活ルール等の基本的知識を、外国人市民講座や体験活動な

どを通して身につけながら、そこで必要な日本語を習得する導入教育の構築にも取り組ん

でいます。

システムは、地域内の企業や地域コミ ュニティ 等と連携しながら、教室の開設や運営の

支援、ｅ ラーニングを含む教材の開発、 必要な人材の育成・ 派遣、 日本語能力の判定など

ニーズに応じた包括的なサービスの提供を行っています。

○ とよた日本語学習支援システムウェブサイト http://www.toyota-j.com/
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４ 「地域における日本語教育」の意義

外国人県民の中には、地域社会に参加し活動したくても、ことばや文化、習慣のちが

いが壁となって参加できない人も数多くいます。また同じような壁を感じることで、外国人

県民に対する苦手意識を持っている日本人県民も少なくありません。しかしながら、「あ

いち多文化共生推進プラン 2013-2017」で定義している多文化共生社会、つまり「国籍

や民族などのちがいにかかわらず、すべての県民が互いの文化的背景や考え方などを

理解し、ともに安心して暮らせ活躍できる地域社会」を作り上げていくためには、まずこ

の壁をなくしていかなければなりません。「地域における日本語教育」はこの壁をなくす

一つの鍵となります。

本「あり方」では「地域における日本語教育」の場を、「ことばや文化、国籍などのちが

いにかかわらず、すべての県民が誰でも参加でき、日本語を使ってコミュニケーションす

ることによって日本語の力を身につける」場5と考えています。このような場では、参加者

は対等な立場で相互理解を深めるためのテーマや地域に密着したテーマなどを学ぶこ

とで、日本語や日本社会の知識を身につけたり互いの文化的背景や考え方を理解した

りすることができます。そして、この場で身につけた日本語や知識を使って、地域社会で

活躍できる外国人県民が増えていくことも期待できます。さらに、このような場に県民一

人ひとりが関わることによって、多文化共生社会を形成していくために、それぞれの立場

で何をしていけばいいのかを考える機会になります。

5 外国人県民にとっては、日常生活に必要な日本語を身につける場となり、日本人県民にとっては、「やさしい日本

語」を使うなどして日本語でのコミュニケーション能力を身につける場となります。

「やさしい日本語」とは、普段使われている日本語を外国人にもわかるように配慮した、簡単な日本語のことです。日

本語で外国人と円滑にコミュニケーションをするために有効な方法の一つと言われています。

→ →（例：注意する 気をつける／高台に避難する 高いところへ逃げる）

～外国人とのコミ ュニケーショ ン能力向上のために～

「 やさしい日本語」 スマホ用アプリ＆手引き

愛知県では、 初めて「 やさしい日本語」 に触れる方でも楽しく 手軽に学んでいただける

スマホ用アプリ「 やさしい日本語」 を平成24 年度に製作し、無料配信しています。また、

冊子版の『「 やさしい日本語」 の手引き』 も作成しました。

身近な外国人の方との会話が少しでもスムーズになっていただければ幸いです。

○ 「 やさしい日本語」 スマート フォン用アプリ

  App StoreまたはGoogle Play から「 やさしい日本語」 で検索

○ 「 やさしい日本語」 の手引き～外国人にも伝わる日本語～

あいち多文化共生ネット からダウンロードできます。

http://www.pref.aichi.jp/kokusai/tabunka.html 
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第２章 各主体の役割

「地域における日本語教育」に関わるさまざまな機関・団体、個人が連携・協働するこ

とで多文化共生社会の形成に向けた日本語教育を効果的に推進することができます。

今回、各主体の役割を明確にするために実態調査を行いました。その調査結果及び

検討会議での議論を踏まえて、本章では、日本語教育に関わる機関・団体、個人の役

割を以下のように整理しました。

１ 行政（国、愛知県、市町村）

（１）国

国の担うべき役割として、次のようなことが求められます。

○ 「地域における日本語教育」の推進に関する基本方針を策定し、長期的展望

のもとに施策を推進することが求められます。

○ 「地域における日本語教育」は、これまで県や市町村、国際交流協会やＮＰＯ

などの関係機関・団体及びボランティアなどが取り組んできましたが、在住外

国人が円滑に日本社会の一員として自立した生活を送ることができる程度の

日本語能力を習得できるよう国による公的な日本語教育制度を設けることが

求められます。

○ 地方自治体などの取組を支援するため、効果的に情報提供を行うようなシス

テムづくりや、人材育成をより充実させることが求められます。

○ 「地域における日本語教育」の環境整備・強化のために、地方自治体などの

実情に応じた適切な財政支援を行うことが求められます。

○ 「地域における日本語教育」の標準的な内容・方法などについて、地域の日

本語教育の指導者に適切に指導助言できる人材（地域日本語教育コーディ

ネーター6）を養成することが求められます。

6 「地域における日本語教育」の現状・問題の把握、日本語教師や関係機関との調整・協働の推進、「地域における

日本語教育」の企画などを行い、地域において日本語指導者に対する指導的な役割を担う人材のこと。
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（２）愛知県

広域の地方自治体として、県内の状況を踏まえつつ、次のことを行います。

○ 県内の市町村、国際交流協会、日本語教室、日本語教育機関、日本語教師

養成機関、企業（経済団体）、県民などの関係主体が効果的に連携・協働で

きるよう、県内の日本語教育の推進体制を整え、全県をあげた取組を行いま

す。

○ 多文化共生の観点から、「地域における日本語教育」のあり方や今後推進し

ていくべき施策などを日本語教育専門家の協力のもとに検討・調整します。

○ 市町村や国際交流協会の職員などに対して、「地域における日本語教育」に

関する情報提供や研修を行います。

○ 市町村などと連携し、「やさしい日本語」の普及に努めます。

○ 外国人県民の日本語学習ニーズ、日本語学習環境、日本語使用実態などの

調査、県内の日本語教育に関する実態調査などを行い、その結果を関係機

関・団体と共有します。

○ 外国人県民が数多く暮らしている市町村ではすでに日本語教育を推進する

様々な取組が行われていますが、こうした活動をさらに発展させるために市町

村との協力体制を整えます。また、外国人県民の数が少ない市町村にあって

も日本語教育の取組が進むよう支援をします。

○ 外国人を直接・間接に雇用している企業に対して、外国人就業者に日本語及

び日本の文化や習慣等についての理解を深める機会を提供するよう求めま

＜公的な学習制度の比較＞

日本 ドイツ フランス カナダ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 韓国

公的な学習制度 無 有 有 有 有 有

財政負担者 ― 国 国 国 州 市町村

個人負担 ―
有

（一部負担）
無

無
（5 年間）

無
無

（教材費は負担）

運営主体 ―

国民学校、民間語
学学校、教会、

ＮＰＯなど
各学校

大学や

ＮＧＯ

公立の専門学校、
民間語学学校、

公民館など

大学、ＮＧＯ、

福祉法人など

標準的な勉強時間
（制度の上限時間）

―
600 時間

（730 時間）
400 時間 無制限 510 時間 36 時間

講師の要件・資格 ― 有 有 有 有 一部有

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の役割 主 補完的 補完的 補完的 補完的 補完的

（財）自治体国際化協会「自治体国際化フォーラム 2012 年 6 月号」を基に作成
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す。

○ 日本語教育に関する国の動きや取組に関する情報を、市町村などに提供し

ます。

○ 本県の取組を、市町村や国際交流協会などの関係主体や、日本語ボランティ

ア、県民に広く周知します。

○ 多文化共生施策同様、本県の日本語教育に関する施策についても、県関係

部署・機関の横断的な連携をより緊密に行いながら推進していきます。

（３）市町村

住民や地域コミュニティ、地域の日本語教室の身近な存在である基礎自治体とし

て、次のような役割を果たすことが重要です。

○ 外国人住民に対して、日本語や日本の文化、習慣などに関する学習の機会

や、地域の日本語教室に関する情報を提供すること。また、日本人住民に対

しては、日本語教育の場を通して外国人住民との共生意識を育てる取組を進

めることが求められます。

○ ニーズに応じて日本語教室の設置・運営をすることや、日本語学習者及び指

導者からの相談に応じること、市町村内外の人材（日本語教育の専門家等）

や有益な情報リソース（資源）を活用し提供することが求められます。

○ 地域の日本語教室が日本人住民と外国人住民の出会いの場として、また行

政と外国人コミュニティ7との接点として機能するよう、さらに、学校（幼稚園、保

育園を含む）との連携・協働が進むよう支援することが求められます。

○ 地域の日本語教室が自治会等地域コミュニティと協働する活動を支援するこ

とが求められます。

○ 地域の日本語教室への会場（市町村の施設や学校の余剰施設等）の無償提

供や割引制度の実施、講師の手配等の運営を支援することが期待されます。

○ 地域の日本語教室や学校（幼稚園、保育園を含む）関係者と連携し、外国に

つながる子どもたちの保護者、とりわけ子育て世代に対する日本語教育の環

境を整えることが期待されます。

○ 県が検討・調整した日本語教育のあり方や今後推進していくべき施策などを、

現場の実情に沿って具体的に編成・実施することが求められます。

○ 国などが養成する、地域日本語教育コーディネーター8を活用するなどして、

7 外国人県民が集まって住んでいる地域や集まって活動している場
8 ６ページ参照
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「地域における日本語教育」の指導者を養成することが期待されます。

○ 取組の実施にあたっては、「地域における日本語教育」の担当部署・機関を

明確にし、その部署・機関が関係部署・機関とより緊密に連携しながら推進し

ていくことが求められます。

N-128

問 地域の日本語教育における市町村の役割にはどのようなものがあると思われますか。

［市町村調査］ ※ ○重要だと思われるもの３つまで

＜「地域における日本語教育指針（仮称）」策定のための実態調査結果から＞

問 貴市町村内で運営・実施されている日本語教室への支援にはどのようなものがありますか。

［市町村調査］ ※ ○あてはまるもの全てに

18

15

0

8

15

9

2

0 5 10 15 20

① 助成金や補助金の交付

② 会場の無償提供や割引制度の実施

③ 日本語講師養成講座の実施

④ ボランティアスタッフ養成講座等を実施

⑤ 特に支援はしていない

⑥ その他

⑦ 無回答

N=52

N=52
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２ 国際交流協会

（１）愛知県国際交流協会

地域の国際交流協会の中核的な役割を担う機関として、次のことを行います。

○ 愛知県、日本語教育機関やＮＰＯと連携・協働し、県内の日本語教育に関す

る多言語による情報提供、実態把握の調査などを行います。

○ ＮＰＯ等と連携し、講座や研修会の開催による人材育成（日本語ボランティア、

地域日本語教育コーディネーター9等）を行います。

○ 市町村国際交流協会や市町村と連携し、地域の日本語教室の運営や講座内

容を充実させるための支援や教室開設の協力などを行います。

○ 日本人県民及び外国人県民からの相談に応じます。

○ 日本語教育の拠点である「日本語教育リソースルーム」において、日本語教材

や日本語教育に関する報告書などの資料の情報提供を行うほか、日本語教

育に関するアドバイスや、ノウハウを学ぶ勉強会等を行います。

9 ６ページ参照

～日本語教育の拠点事例～ 日本語教育リソースルーム

公益財団法人愛知県国際交流協会（ ＡＩ Ａ） は、諸外国との友好親善、相互理解を目指

し、この地域の国際化、県民参加の国際交流の推進を図ることを目的として設立されまし

た。

平成12（ 2000） 年からは、 東海日本語ネット ワーク（ Ｔ ＮＮ） の運営協力のもと、 日

本語教育に関わるボランティ アや学校の先生、そして学習者に役立つ資料（ 学校現場や地

域の日本語教室などで作成された日本語教材、市販の日本語教材、日本語教育に関する報

告書など約1,800 冊） や日本語教育についての情報提供を行う「 日本語教育リソースルー

ム」 を開設しています。

○ 公益財団法人愛知県国際交流協会 日本語教育リソースルーム

場 所 あいち国際プラザ2 階（ 名古屋市中区三の丸二丁目6 番1 号）

開 館 火曜日と土曜日の10:00～17:00（ 祝日･休日は閉館）

電 話  052－961-7904 

メール koryu@aia.pref.aichi.jp  ウェブサイト  http://www2.aia.pref.aichi.jp 
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（２）市町村国際交流協会

行政から独立している協会、行政の職員が兼務している協会、ボランティアが主体

となって運営している協会など、形態は多様ですが、地域の多文化共生の拠点として、

次のような役割を果たすことが期待されます。

○ 市町村と連携して地域の日本語教室と外国人県民及び外国人コミュニティと

の架け橋となることが期待されます。

○ 地域の日本語教室への情報提供や広報などの活動支援、会場の無償提供

や割引制度の実施、日本語教師やボランティアスタッフの養成などを行うこと

が期待されます。

○ ニーズに応じて、日本語教室を設置・運営することや、日本語学習者及び指

導者からの相談に応じることが期待されます。

問 「地域の日本語教室」への国際交流協会としての支援にはどのようなものがありますか。

［国際交流協会調査］ ※ ○あてはまるもの全てに

問 地域の日本語教育における国際交流協会の役割にはどのようなものがあると思われますか。

［国際交流協会調査］ ※ ○重要だと思われるもの３つまで

＜「地域における日本語教育指針（仮称）」策定のための実態調査結果から＞

13

13

2

14

7

2

0 5 10 15

① 助成金や補助金の交付

② 会場の無償提供や割引制度の実施

③ 日本語講師養成講座の実施

④ ボランティアスタッフ養成講座等を実施

⑤ 特に支援はしていない

⑥ その他 N=28

N=28
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３ 日本語教室

本県には約 100 の日本語教室があります10。およそ 1,500 人の県民11がボランティ

アとして外国人県民の日本語学習支援に関わっており、本県は全国的に見ても日本

語教室の活動が盛んな地域です。

○ 日本語教室には、大きくは３つの役割があると考えられます。

① 外国人県民にとって、生活するために必要な日本語を学べる身近な場であ

り日本の文化や習慣などを学習する場としても重要な存在です。日本語教

室には外国人の学習を「支援する」役割があります。

② 日本人県民にとって、外国人県民の文化的背景や考え方などを理解し、交

流を深める場として重要です。日本語教室には、多文化共生の地域づくり

の拠点として日本人と外国人、外国人と外国人の相互理解を助ける役割が

あります。

③ 外国人教室参加者が地域社会の担い手として活動の場を広げていけるよう、

外国人教室参加者と自治会やＰＴＡのような地域コミュニティとをつなぐ役割

も担います。また、日本人コミュニティと外国人コミュニティとの架け橋になる

ことが期待されます。

○ その他にも、今回実施した外国人ニーズ調査の結果からは、日本語教室への

参加を通して、生活に必要な情報を収集することや、生活相談にのってもらう

こと、翻訳や通訳をしてもらうことなどへの期待があることがわかりました。日本

語教室は、可能な範囲でこれらの期待に応えることが望ましいですが、愛知県

国際交流協会などにある相談窓口や支援団体に相談者を「つなぐ」ことも大切

です。

○ 日本語教室には、母語の異なるさまざまな外国人が集まります。年齢も職業も

生活環境もさまざまで、日本語のレベルも大きく異なります。このように多様な

外国人の日本語学習を効果的に支援するには、勉強会等の実施や、研修会

等への参加を通して日本語指導スタッフのスキルアップを図ることが期待され

ます。また、自治体や中間支援団体の支援のもと日本語教育の専門家などの

協力を求めていくことも一つの方法です。

○ ネットワークを形成し、他日本語教育関連機関・団体等と互いに連携・協働し

ている日本語教室も多くありますが、活動内容を改めて見直す契機としたり新

10 出典：公益財団法人愛知県国際交流協会「外国人のための日本語教室一覧（平成 25 年 11 月）」
11 出典：文化庁「国内の日本語教育の概要（平成 24 年度）」
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しい指導方法や技術等のノウハウや情報を共有するために、そのネットワーク

をさらに広げ、活発な活動を展開することが期待されます。

問 地域の日本語教室に求められている役割とはどのようなものだと思いますか。［日本語教室調査］

※ ○お考えに近いと思われるもの３つまで

問 日本語の勉強以外に日本語教室に期待することはありますか。［外国人ニーズ調査］

※ 複数回答

＜「地域における日本語教育指針（仮称）」策定のための実態調査結果から＞

135

31

56

37

35

44

14

6

0 50 100 150

① 費用が安い、または無料

② 日本語指導スタッフの増員

③ 教材や学習内容のレベルアップ

④ 翻訳や通訳をしてくれる

⑤ 生活相談にのってくれる

⑥ 生活に必要な情報を収集することができる

⑦ 特にない

⑧ その他

N=70

N=229
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４ 日本語教育機関

本県は、日本語教育が活発な地域です。留学生や定住者・永住者、短期滞在者

などに対して体系的、効果的な日本語教育を行う大学や民間日本語教育機関がお

よそ 55 校あります12。そこでは、進学などを目的に高水準の日本語教育が提供され、

将来地域社会や国際社会に貢献できる人材が育成されています。また、所属する日

本語教師は 640 名を越え13、多くの日本語教育専門家が活躍しています。

日本語教育機関は、「地域における日本語教育」に対して次のような役割を果たす

ことが期待されます。

○ 本県の日本語教育機関は、長年にわたる教育実践やカリキュラム開発、教材

開発などを通して膨大な専門知識・情報を蓄積し、また優れた人材を擁して

います。このような専門知識や人材を「地域における日本語教育」のために提

供することが期待されます。

○ 日本語教育機関に所属する日本語教育専門家が「地域における日本語教育」

の人材育成や教材開発、カリキュラム開発を支援することが期待されます。

○ 日本語教育機関は、その社会貢献活動の一環として、所属する日本語教育

専門家が「地域における日本語教育」に積極的に関わることを奨励することが

期待されます。

○ ニーズに応じて、地域に密着し、地域に開かれた日本語教室を設置・運営す

ることが期待されます。

12 出典：愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室調べ
13 出典：文化庁「国内の日本語教育の概要（平成 24 年度）」教師数のうち、常勤教師と非常勤教師の数
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５ 日本語教師養成機関

本県には、日本語教師養成課程をもつ大学や民間日本語教育機関がおよそ 25 校

14あります。そこでは、国内外で活躍できる教師の養成を通して、将来地域の日本語

教育を率いる人材や国際社会に貢献できる人材が育成されています。

日本語教師養成機関は、「地域における日本語教育」に対して次のような役割を果

たすことが期待されます。

○ 日本語教師養成機関においては、多文化共生のための「地域における日本

語教育」について学ぶ機会を受講者に提供することが期待されます。

14 出典：愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室調べ

日本語指導の専門家がいないので、文法等の正式な教え方ができない、学習者の日本

語能力の見極めが難しい等の指導方法、技術の問題。
10 件

講師・ボランティアスタッフの不足。スタッフの確保、固定化が難しい、若い人の参加が少

ない。
10 件

学習者が定着しない、出席率にムラがある。 6 件

学習者のレベルの多様化 5 件

十分な教室が確保できない。 4 件

教材の不足（自主教材作成の問題、不足などの問題） 2 件

スタッフ全員で話し合う機会が十分とは言えない等講師同士の交流と協働 2 件

34

36

22

19

4

① スタッフ研修用の教材、マニュアル

② 行政又は国際交流協会主催の研修

③ 他団体等（他日本語教室、大学、日本語学校、

専門家等）からの支援・協力

④ 他団体等（他日本語教室、大学、日本語学校、

専門家等）との連携

⑤ その他

0 10 20 30 40

問 日本語指導スタッフのスキルアップのためにあると望ましいと思うものはありますか。

［日本語教室調査］ ※ ○思うもの全てに

問 日本語指導で困っていることはありますか。［日本語教室調査］

※ 自由記述まとめ （N=70）

＜「地域における日本語教育指針（仮称）」策定のための実態調査結果から＞

N=60
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○ 外国人県民の多様性（日本語レベルや日本語学習ニーズ）に対応できる日本

語教育の人材を養成することが期待されます。

○ 日本語教師養成機関を修了した受講者は、「地域における日本語教育」に積

極的に関わることが期待されます。

外国人に対して、オープンなマインドで接し、日本語および日本文化を教授しつつ、外国人の言語や

文化にも関心を持つ教師。

教授するに必要な知識を身に付け、学習者のニーズを分析できる教師。

自律的に学んでいける教師。学習者の多様性に適応できる（適応しようとする努力を惜しまない）教師。

就職において求められる日本語教育能力検定試験合格はもちろん、修了後すぐに教壇に立っても十

分に指導できる能力を持つ教師。

知識偏重ではない、様々な意味でコミュニケーション能力のある教師。

日本や日本語に関する知識を持ち、教育の技能を身につけた日本語教師。

日本語を教えることにとどまらず、日本の文化や風習等も外国人に知ってもらい、一人でも多くの外国

人に日本語をより知ってもらえるよう、日々自分自身も勉強を続けていく教師。

問 貴機関（大学）が養成しようとしている日本語教師とはどのような教師ですか。

［日本語教師養成機関調査］ ※ 自由記述抜粋

問 どんな日本語教師に教えてほしいですか。 ［外国人ニーズ調査］

※ 複数回答

＜「地域における日本語教育指針（仮称）」策定のための実態調査結果から＞

70

117

80

93

45

87

7

0 30 60 90 120

① 日本語を教える資格がある

② 日本語を教えた経験が豊富

③ 外国人の生活や習慣について知識がある

④ 母国語が分かる

⑤ 信頼関係を築ける

⑥ 熱心

⑦ その他 N=229
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６ 企業

本県には、就労外国人がおよそ 78,500 人おり、外国人を直接雇用している企業や

事業所がおよそ 10,000 か所あります15。外国人はこの地域の産業を支える貴重な人

材です。

外国人就業者16が日本語を学び、日本語でのコミュニケーション能力が向上するこ

とで、仕事や日常生活がより「安全」で「快適」なものになり、結果的により良い職場環

境につながるものと考えられます。

外国人を直接・間接雇用する企業はもとより、この地域の企業には次のような役割

を果たすことが期待されます。

○ 外国人県民の日本語学習を支援する活動を企業として応援することで、その

社会的責任（ＣＳＲ）を果たすことが期待されます。

○ 外国人就業者が地域の日本語教室などで日本語を学ぶことを奨励し、日本

語の学習が継続できるよう就労時間などの面で配慮することが期待されます。

○ 外国人を雇用する事業所などが、地域の日本語教室や日本語教育機関の協

力を得て、企業内日本語教室を開催するなど、就業者の日本語学習を支援

することが期待されます。

○ 外国人就業者に対して日本語学習に関する情報提供をすることが期待されま

す。

○ 就業時及び就業時間外において、日本人就業者と外国人就業者との接触・

交流の機会を積極的に設け、企業内のコミュニケーションの向上及び多文化

共生意識の啓発を促すことが期待されます。

15 出典： 厚生労働省「 外国人雇用状況の届出状況（ 平成25年10月末現在）」
16 直接・ 間接雇用、 正規・ 非正規、 研修などにかかわらず、 自社で働く 労働者のこと
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～外国人労働者の日本社会への適応に向けた取組事例～

外国人労働者の適正雇用と
日本社会への適応を促進するための憲章

平成20 年１月に、愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市が東海３ 県の経済団体の協力を得

て、 外国人労働者が日本社会に適応できる環境整備などにも企業が自主的に取り組んでい

ただく よう策定しました。

憲章には、

 日本語や日本の文化・ 慣習の理解を深める機会を提供する

 地域の住民と共生できるよう、 社会参画の機会を確保する

など、 ６ 項目が掲げてあります。 詳しく は http://www.pref.aichi.jp/0000009997.html

仕事や生活など日常的に使える日本語能力の向上のため。

日常生活、会社生活がより「安全」で「快適」なものになるよう、コミュニケーション能力を向上するため

の手助けを行うため。

暮らしで役に立つこと（ゴミ分別など）を学び地域に貢献するため。

職場内のコミュニケーションを円滑にし、生産現場での技能の向上と品質の安定を図るため。

居住地域での日常生活のトラブルを避けるためのコミュニケーション能力の向上を図るため。

仕事以外にも自分自身の成長を感じることが、本人にも会社にもプラスになると確信しているため。

早く日本に馴染み、皆と仲良くやってもらうため。

問 企業は日本語教育に対してどのような役割を果たすべきだと思われますか。 ［企業調査］

※ ○重要だと思われるもの２つまで

＜「地域における日本語教育指針（仮称）」策定のための実態調査結果から＞

N=10

4

3

7

3

0

0

0 2 4 6 8

① 社内の日本語教室等の実施

② 外国人就業者と日本語教室・学校との架け橋

③ 外国人就業者への日本語学習の奨励

④ 外国人就業者への日本語学習に関する情報提供

⑤ 地域の日本語教室や、外国人を支援する団体への

寄付

⑥ その他

問 どのようなことに意義を感じ、御社で「日本語教室等」を実施している（した）のかをお聞かせ下さ

い。（日本語教育の目的） ［企業調査］ ※ 自由記述

N=10
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７ 県民

多文化共生社会を形成するには日本人県民と外国人県民が助け合って「ことばの

壁」を乗り越える努力をすることが期待されます。

○ 日本人県民は、身近に暮らす外国人県民とコミュニケーションをする中で外国

人県民の文化的背景や考え方について理解を深めること、日本語で外国人

県民とコミュニケーションをする能力を高めることが期待されます。さらに一歩

進めて、地域の日本語教室で日本語学習の支援活動や相互学習に参加する

ことが期待されます。

○ 外国人県民は、日本語の習得に努め、地域社会の担い手として、地域の活動

に積極的に参加することが求められます。また、他の外国人県民の日本語学

習を支援する側に立って日本語習得の重要性を伝えることや、日本語教室等

に外国人県民の日本語学習に対するニーズを伝えることが期待されます。さ

らに、外国人コミュニティと日本人コミュニティ、外国人コミュニティ同士をつな

ぐ役割を担うことも期待されます。

～外国人県民の意見を施策に生かす～ 外国人県民あいち会議

誰もが暮らしやすい多文化共生の地域づく りについて外国人県民同士が話し合い、 出さ

れた意見を県の施策に生かすことを目的とし、平成14（ 2002） 年度から開催しています。

平成24 年度の会議では、「 多文化共生社会の実現に向け、私たちができること」 をテー

マに話し合い、 以下の提案がなされました。

① 外国人に対して伝える役割

 日本語や日本の文化、 習慣、 社会の仕組み

 制度に関する情報や日本社会の現状 など

② 日本人に対して伝える役割

 自分たちの考えや意見 など

③ 日本人と外国人／外国人同士をつなぐ役割

 外国人を支援する日本人と外国人をつなぐ

 同じ国の出身者、 違う国の出身者をつなぐ

今後は、 日本語学習についてもこれらの役割を担うことが期待されます。
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第３章 愛知県における日本語教育の推進体制づくり

多文化共生社会に向けた「地域における日本語教育」を推進するには、第２章に掲

げた主体の連携・協働が不可欠です。「オール愛知」の体制づくりが喫緊の課題だとい

えます。

検討会議での議論を踏まえて、そのような体制づくりについての更なる検討を重ねる

ために、次の場を設置します。

１ 愛知県日本語教育推進会議（仮称）の設置

市町村、国際交流協会、日本語教室、日本語教育機関、日本語教師養成機関、企

業（経済団体）、外国人県民など、地域の日本語教育に関係する機関・団体の代表で

構成される「愛知県日本語教育推進会議（仮称）」を設置します。推進会議では、情報

交流や意見交換を促進するとともに、推進会議の検討内容を本県の日本語教育施策の

立案や推進に活用します。

２ 愛知県日本語教育実務者会議（仮称）の設置

「地域における日本語教育」のより一層の向上のために、地域の日本語教室の運営

主体となっている市町村および国際交流協会の担当職員、日本語教室の指導者、日本

語教育専門家などが連携、協力するための協議の場として、「愛知県日本語教育実務

者会議」（仮称）を設置します。

実務者会議は、地域の日本語教室の運営方法、カリキュラム・教材の検討、研修会の

企画・立案・実施、リソースの共有化などについて協議し、教室が直面する課題の解決

に努めます。

また、教室の運営の目安になるハンドブックを作成し、一層効果的な教室運営を促進

します。
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＜参考＞ 「 地域における日本語教育指針（ 仮称）」 策定検討会議

１ 検討会議委員名簿

氏 名 職 名 等

大島 ヴィルジニア・ユミ 犬山市多文化共生推進員

沖 久美子
公益財団法人名古屋国際センター

広報情報課コーディネーター

◎ 尾﨑 明人 名古屋外国語大学外国語学部日本語学科教授

金田 智子 学習院大学文学部教授

川崎 直子
愛知産業大学短大国際コミュニケーション学科准教授

かにえ子ども日本語の会代表

○ 衣川 隆生 名古屋大学国際言語センター教授

栗木 梨衣 公益財団法人愛知県国際交流協会交流共生課長

高橋 昭代 グループ・レフォルソ副代表

土井 佳彦
特定非営利活動法人多文化共生リソースセンター東海

代表理事

間嶋 康之 豊橋市多文化共生・国際課課長補佐

米勢 治子 東海日本語ネットワーク副代表

◎ ：座長 ○ ：副座長

（五十音順・敬称略）
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２ 検討経過

平成 25 年 7 月 19 日 第 1 回検討会議

・会議の趣旨と事業の方向性について

・実態調査の実施について

8 月 8 日 第 2 回検討会議

・方向性と基本的考え方の確認

・実態調査の実施について

9 月 1 日

～11 月 15 日

実態調査の実施

9 月 10 日 第 3 回検討会議

・項目案について

・実態調査の実施について

11 月 11 日 第 4 回検討会議

・骨子案について

11 月 25 日 第 5 回検討会議

・素案について

12 月 6 日 第 6 回検討会議

・素案について

12 月 18 日 素案説明会開催

12 月 18 日

～平成 26 年 1 月 8

日

素案に対する意見募集

1 月 30 日 第 7 回検討会議

・最終案について






